
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

は じ め に 

 

気候変動問題は、私たち一人一人にとって避けることができない喫緊の課題であり、20 世紀以降、世界の

CO2 排出は大幅に増加し、大気中の CO2 濃度が年々増加しています。 

これに伴い世界の年平均気温は、工業化前と比べて約 1.1℃上昇しており、また、2024（令和６）年には、

「パリ協定」の目標である 1.5℃を初めて超えたことが報告されました。 

既に、国内外で、異常高温、気象災害等が多発しており、本県においても、真夏日や猛暑日、熱帯夜等の

日数が増加しています。また、高温による農作物の生育障害や品質低下、海水温の上昇による魚類の分布、

回遊生態の変化など、様々な分野への気候変動の影響が発生しています。 

 

そうした中、国際社会ではパリ協定の発効以降、脱炭素への取組を加速しており、脱炭素への取組を通じ

て経済成長や産業競争力の強化を目指す動きが強まっています。パリ協定から 10 年の節目となる 2025

（令和７）年 11 月に開催された COP30 では、対策実施の加速を促す合意文書の採択がなされ、取組の更

なる強化が求められています。 

国においては、気候変動問題に加え、エネルギーを巡る社会情勢の変化に伴い、2025（令和７）年に閣

議決定された地球温暖化対策計画、第７次エネルギー基本計画やＧＸビジョン２０４０により、新たな目標が

示され取組を弛まず着実に進めていく方向性が明確になりました。 

本県では、これまで、「2050（令和 32）年カーボンニュートラルの実現」と「経済と環境の好循環」の創出に

向けて、「高知県地球温暖化対策実行計画」に基づいた総合的・計画的な取組を進めてきました。このたび、

国内外の新たな動きを受けるとともに、上位計画である高知県環境基本計画第六次計画の策定に合わせ、

計画を改定することとしました。 

 

本計画では、国の第六次環境基本計画で示された自然資本を軸とした考え方を基本方針として盛り込み、

本県の強みである豊かな環境を活かした再生可能エネルギーの推進や脱炭素先行地域などの先進事例の

横展開といった取組を進めることとします。このことにより、地球温暖化対策と経済成長を両立させて脱炭素・

循環型社会の実現を目指します。 

 

計画の改定においては、新たに 2035（令和 17）及び 2040（令和 22）年度の温室効果ガス削減目標など

を設定するとともに、温室効果ガスの排出量を削減する「緩和策」と、温暖化による影響に対し被害を最小限

に抑えていく「適応策」を両輪として、総合的な対策を講ずることとしております。  

 

2050 年のカーボンニュートラルを実現し、本県の豊かな環境を守り次世代に引き継いでいくため、県民・

事業者・行政等が一丸となったオール高知による、息の長い取組を進めていく必要がありますので、皆様のご

理解・ご協力をいただきますよう、お願いいたします。 

終わりに、本計画の改定に当たり、ご尽力をいただきました高知県地球温暖化対策実行計画推進協議会

の委員の皆様をはじめ、関係者の方々に対しまして、厚くお礼を申し上げます。 

 

令和８年３月                               

高知県知事 濵田 省司 
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 第１章  計画の基本的事項 

１. 計画改定の背景 

本県では、温室効果ガス排出量の削減目標とその目標達成のための施策の方向性を示す「高知県地球

温暖化対策実行計画」を 2011（平成 23）年３月に策定し、温室効果ガス排出量の削減に関する様々な

対策について計画的な推進を図ってきました。また、同じく 2011（平成 23）年３月に「高知県新エネ

ルギービジョン」を策定し、本県の強みを生かした再生可能エネルギーの導入を進めてきました。 

その後、2011（平成 23）年３月の東日本大震災の発生や、2015（平成 27）年の「パリ協定」採択、

2020（令和２）年 10 月の国の「2050 年カーボンニュートラル宣言」など、脱炭素に向けた動きは国内

外の潮流となり、本県においても 2020（令和２）年 12 月に「2050 年のカーボンニュートラルの実現

に向けて取り組んでいく」ことを宣言しました。 

そして、本県ではカーボンニュートラルの実現に向けて、その具体的な取組の道筋を示すものとして、

2022（令和４）年３月に、「高知県脱炭素社会推進アクションプラン」（第Ⅰ期）を策定しました。アク

ションプランでは施策ごとに KPI を設定し、県民・事業者・行政等が一丸となったオール高知の体制で

PDCA サイクルを取り入れた計画の進捗管理を行うことで、「2050 年のカーボンニュートラルの実現」

及び「経済と環境の好循環の創出」に向けて、取組を着実に進めております。 

こうした中、国において 2024（令和６）年５月に「第六次環境基本計画」が策定され、「自然資本※1」

を維持・回復・充実させることが新たな成⾧につながるといった考え方が示されたことや、2025（令和

７）年２月には新たな「地球温暖化対策計画」、「第 7 次エネルギー基本計画」、「GX2040 ビジョン」が

策定され、環境政策や脱炭素政策、エネルギー政策と目指す産業構造や成⾧が一体となった考え方が示

されるなど、国における取組はさらに加速しています。 

こうした地球温暖化対策を取り巻く動向を踏まえつつ、本県における取組を一層強化していくため、

「高知県地球温暖化対策実行計画」及び「高知県新エネルギービジョン」を統合し、総合的に改定する

こととしました。 

 
※1 自然資本：森林、土壌、水、大気、動物、植物等、自然界でつくられるあらゆる資源のストック。（詳

細は第 5 章） 

計画 定義 

高知県地球温暖化対策実行計画

（区域施策編） 

高知県域における温室効果ガスの排出量削減等を推進するための総合的

な計画 

高知県新エネルギービジョン 
高知県域における再生可能エネルギーの導入促進と、再生可能エネルギー

の導入による地域振興を推進するための計画 

高知県気候変動適応計画 高知県域における気候変動適応を推進するための計画 

高知県地球温暖化対策実行計画

（事務事業編） 

高知県が自らの事務・事業に関して、温室効果ガスの排出量削減のための

措置を定める計画 

今回の改定に関係する計画 
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コラム 「カーボンニュートラル」について 

 カーボンニュートラルとは 

カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることです。 

「排出を全体としてゼロにする」というのは、二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガス排出量から

森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを指しています。 

 

資料：環境省 脱炭素ポータル「カーボンニュートラルとは」 

 なぜカーボンニュートラルを目指すのか。 

地球の平均気温の上昇を、産業革命前と比較して２℃を十分下回り、1.5℃未満に抑えるために、

2050（令和 32）年頃にカーボンニュートラルを達成する必要があります。気温上昇を 1.5℃未満に

抑えることができれば、２℃上昇するよりも多くの影響を回避できると言われています。 

 
21 世紀末における 10 年に１回の発生確率（1850～1900 年平均との比較） 

区分 1.5℃上昇の場合 2℃上昇の場合 4℃上昇の場合 

極端な高温 4.1 倍 5.6 倍 9.4 倍 

干ばつ 2.0 倍 2.4 倍 4.1 倍 

豪雨 1.5 倍 1.8 倍 2.7 倍 

資料：環境省「第 1 作業部会報告書の解説資料（環境省）【2023 年 8 月版】」 
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年 世界の動向 国内の動向 県の取組 

1997 

(平成９) 
京都議定書の採択 
先進国に対して法的拘束力の

ある数値目標を設定 

 高知県地域新エネルギービジョンの
策定 

1998 
(平成 10) 

 地球温暖化対策推進法の制定 
地球温暖化に関する基本方針 

 

2000 
(平成 12) 

  高知県地球温暖化対策地域推進計画
の策定 
2010 年度の温室効果ガス排出量の削減目標を設定 

2008 
(平成 20) 

 地球温暖化対策推進法の改定 
地球温暖化に関する措置を強化 

高知県地球温暖化対策地域推進計画
第二次の策定 

2011 
(平成 23) 

  高知県地球温暖化対策実行計画の策
定 
2020 年度の温室効果ガス排出量の削減目標（1990 年

度比 31％削減）を設定 
高知県新エネルギービジョンの策定 
新エネルギーの導入促進にかかる施策を設定 

2015 
(平成 27) 

パリ協定の採択 
気候変動対策の国際的なルー

ル 
持続可能な開発目標
（SDGs）の採択 
2030 年までの国際社会共通の

目標 

  

2016 
(平成 28) 

 地球温暖化対策計画の策定 
2030 年度の温室効果ガス排出量の削減目標

（2013 年度比 26％削減）を設定 

高知県地球温暖化対策実行計画 
（事務事業編）の改定 
高知県新エネルギービジョンの改定 
新エネルギー導入目標（2020 年度：608,645 kW、2025

年度：943,729 kW）を設定 

2017 
(平成 29) 

  高知県地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編）の改定 
2030 年度の温室効果ガス排出量の削減目標（2013 年

度比で 16％削減）を設定 

2018 
(平成 30) 

 気候変動適応法の制定 
気候変動適応に向けた法的位置づけを明確

化 

 

2020 
(令和２) 

 2050 年カーボニュートラル宣
言 

2050 年カーボニュートラル宣言 

2021 
(令和３) 

 地球温暖化対策推進法の改正 
2050 年カーボンニュートラルを基本理念と

して法に位置づけ 

地球温暖化対策計画の改定 
2030 年度の温室効果ガス削減目標（2013 年

度比 46％削減）を設定 

気候変動適応計画の改定 
気候変動適応策を拡充 

高知県地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編）/（事務事業編）の改定
2030年度の温室効果ガスの削減目標（2013 年度比 29％

以上削減）を設定 
高知県新エネルギービジョン 
（2021 年度～2025 年度）の改定 
新エネルギー導入目標（2025 年度：637,678kW）を

設定 

地球温暖化対策に関する動向 
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年 世界の動向 国内の動向 県の取組 

2022 
(令和４) 

ロシアによるウクラ
イナ侵略 
世界のエネルギー情勢へ影響 

 高知県脱炭素社会推進アクションプ
ランの策定 
2030年度の温室効果ガスの削減目標（2013 年度比 47％

以上削減）を引き上げ 

高知県地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編）の一部改定 
2030 年度の温室効果ガスの削減目標（2013 年度比

47％以上削減）を引き上げ 

2023 
(令和 5) 

  高知県地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編）の一部改定 
「高知県促進区域の設定に関する環境配慮基準」を別

冊資料として設定 

2024 
(令和６) 

 第六次環境基本計画の策定 
「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、

ウェルビーイング」を最上位の目的 

第Ⅱ期高知県脱炭素社会推進アクシ
ョンプランの策定 
第Ⅰ期の取組状況や国の動向等も踏まえて取組を強

化 

2025 
(令和７) 

米国の脱炭素政策の
転換 
パリ協定の離脱など 
「クリーン産業ディ
ール」の公表 
気候変動対策と競争力強化の

同時実現 

地球温暖化対策計画の改定 
2035、2040 年度の温室効果ガス削減目標

（2013 年度比 60％、73％削減）を設定 
第 7 次エネルギー基本計画の
策定 
エネルギー政策の基本的な方向性を設定 
GX2040 ビジョンの策定 
GX の取組の中⾧期的な方向性を設定 
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２. 計画改定の方向性 

国の第六次環境基本計画による「自然資本」に関する考え方や方針等を踏まえて、本県の環境政策の

最上位計画である「高知県環境基本計画 第六次計画」を 2025（令和７）年度に改定します。 

「高知県環境基本計画」は本計画の上位計画にあたるため、その改定内容と整合性を図りながら、以

下の方向性を基に本計画を改定します。また、「高知県環境基本計画」の目指すべき将来像はいずれも

「自然資本」に関する考え方と合致しています。 

 エネルギーの地消地産や地域資源を活用した付加価値の高いサービス・商品開発とそれを支える

ライフスタイルの変革などを推進する。 

 脱炭素・省エネ型で自然と共生する社会へライフスタイルの転換を図るとともに、脱炭素先行地

域などの先進事例に習い、地域資源を効率的に活用する取組の横展開により自立・分散型の地域

づくりを図る。 

 地球温暖化対策に関する施策の効率的かつ総合的な推進により取組の強化を図る。 
 

高知県環境基本計画 第六次計画の目指すべき将来像に向けた５つの戦略の位置づけ 

 

資料：高知県作成 
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コラム 「エネルギーの地消地産」について 

本県においては、地理的条件や産業構造上の理由から、原材料や製品の多くを県外からの調達に頼

らざるを得ず、結果として県内で生み出された付加価値が県外に流出する状況が⾧年続いています。

こうした状況を改善すべく、新たに「地消地産」を高知県産業振興計画に位置付けて関連施策を推進

しています。 

この「地消地産」の取り組みは、「地消」、すなわち県内で消費される財やサービスを、「地産」、つ

まり県内産の財やサービスに可能な限り置き換えることにより、県際収支の改善と県民所得の向上を

図るものです。そして、「地消」の拡大そのものではなく、それによる「地産」の拡大こそが取り組

みの目的であるため、「県内需要の喚起」については、県外に外商していたものを県内に回すのでは

なく、「県産品の供給力の強化」と一体的に進める必要があります 

「エネルギーの地消地産」とは、こうした考え方に基づき、「地消」による供給力の強化を行い、

県外から移入してきて県内で消費しているエネルギーを需要に合わせて地域で作っていく取組です。 
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３. 計画改定のポイント 

本計画は以下の３つのポイントを基に改定しました。 

 

 

本県の豊かな環境は、一次産業はもとより、再生可能エネルギーなどの価値創造の源泉であり、それ

らを一種の資本、つまり地域の豊かさの増進につながる「自然資本」として捉え、適切に評価・管理す

ることで、自然資本の価値を高め、持続可能な利用を促進することで「ヒト・モノ・カネ」の地域内循

環の促進を図る。 

加えて、そうした本県の豊かな環境を将来世代に引き継ぐために域内外から適切な投資を促進させる

ことで、更に県内の自然資本を維持・回復・充実を図り、持続可能で良好な環境を創出していきます。 

 

 

本県の地球温暖化対策に資する政策を効率的かつ統合的に推進していくため、これまで個別計画とし

てきた、温室効果ガスの排出抑制等を推進していく高知県地球温暖化対策実行計画「区域施策編（気候

変動適応計画含む）」と、県自らの事務事業に伴い排出される温室効果ガスの削減を目指す高知県地球

温暖化対策実行計画「事務事業編」、そして、再生可能エネルギー導入の促進等に関する「高知県新エ

ネルギービジョン」を統合することで、一体的に取組を推進します。 

 

 

2050 年カーボンニュートラルの実現に向けて、今後の中⾧期的な見通しを明確化するために、計画

の対象期間を 2030（令和 12）年度から 2040（令和 22）年度まで延⾧し 2050（令和 32）年に向けた

方向性を見定めるマイルストーンとして、2035 及び 2040 年度の新たな目標を設定します。 

なお、当面は、既に定めている中期目標である 2030（令和 12）年度の目標達成に向けて弛まず着実

に取組を推進していきます。 

 

 

 

 

ポイント①：本県の豊かな環境を「自然資本」として認識 

 

ポイント②：各計画の統合による一体的な地球温暖化対策の推進 

 

ポイント③：2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた新たな中⾧期目標の設定 
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４. 計画の位置づけ 

（１）関係法令における位置づけ 

本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」及び「高知県環境基本条例」に基づき策定するも

のであり、本県における環境政策の最上位計画である「高知県環境基本計画」における地球温暖化対策

に関する個別基本計画として位置付けます。 

また、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 21 条第１項、第３項に定め

る地方公共団体実行計画、気候変動適応法（平成 30 年法律第 50 号）第 12 条に定める地域気候変動適

応計画とします。 

さらに、本県における再生可能エネルギー等の導入促進と合わせて推進するため、「高知県新エネル

ギービジョン」を本計画に統合し、計画の一部として位置付けます。 

加えて、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号）第 21 条第６項、第７項の規

定により都道府県が定める基準を別冊「高知県促進区域の設定に関する環境配慮基準」のとおり定めま

す。 
 

（２）高知県の他計画との関係 

本計画は、本県の環境の保全と創造に関する総合的な計画である「高知県環境基本計画」が目指す「高

知家の営みを次世代につなぐための３つの社会像」のうち、“地球温暖化対策が進んだ脱炭素社会”を実

現するための具体的な取組を総合的かつ計画的に実施するための計画です。 

また、本計画は、これまで個別に策定していた（下図参照）各計画の①高知県地球温暖化対策実行計

画（区域施策編（地域気候変動適応計画含む）、事務事業編）、②高知県新エネルギービジョンを統合す

ることにより、本県の地球温暖化対策の取組を一体的な推進を目指すものです。 

高知県環境基本計画 第六次計画 

緩和策 地球温暖化の進行を抑える 適応策 地球温暖化の対応を進める 

①高知県地球温暖化対策実行計画 
区域施策編 
事務事業編 

①高知県気候変動適応計画 
（区域施策編内） 

②高知県新エネルギービジョン 

（２）環境への負荷が少ない循環型社会 

（３）自然環境の保全が図られた自然共生社会 

高知県脱炭素社会推進アクションプラン 

（１）地球温暖化対策が進んだ脱炭素社会 

各 計 画 を 統 合 し 、 

一体的に取組を推進 
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５. 計画の期間 

本計画の期間は 2026（令和８）年度から 2040（令和 22）年度までの 15 年間として、原則 2030（令

和 12）年度に見直しを行い、その後も、社会情勢を踏まえながら５年ごとを目安に見直しを行っていき

ます。 

 

６. 計画の基準年度及び目標年度 

本計画の基準年度は 2013（平成 25）年度とし、目標年度は 2030（令和 12）年度、2035（令和 17）

年度、2040（令和 22）年度とします。 

なお、「気候変動適応計画」については、具体的な影響や解決策が明らかではないものが多いため、

当面は具体的な数値目標は設定せず、懸念される影響に対する適応策を定めることとしますが、数値目

標の設定が適当となった場合は、高知県脱炭素社会推進アクションプランの取組の中で検討することと

します。 
 

計画 目標年度 

区域施策編 2030（令和 12）年度、2035（令和 17）年度、2040（令和 22）年度 

高知県新エネルギービジョン 2030（令和 12）年度、2035（令和 17）年度、2040（令和 22）年度 

高知県気候変動適応計画 
具体的な影響や解決策が明らかではないものが多いため、具体的な計

画や施策が策定しづらく、当面は数値目標を設定しない 

事務事業編 2030（令和 12）年度、2035（令和 17）年度、2040（令和 22）年度 

 

７. 定義 

（１）対象とするガスの範囲 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に定める温室効果ガスを対象とします。 
 

種 類 主な用途・発生源 
地球温暖化 

係数※ 

二酸化炭素（CO2） 化石燃料の燃焼など 1 

メタン（CH4） 稲作、家畜の腸内発酵、廃棄物の埋め立てなど 28 

一酸化二窒素（N2O） 化石燃料の燃焼、工業プロセスなど 265 

ハイドロフルオロカーボン類

（HFC） 

スプレー、エアコンや冷蔵庫などの冷媒、化学

物質の製造プロセスなど 
4～12,400 
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種 類 主な用途・発生源 
地球温暖化 

係数※ 

パーフルオロカーボン類 

（PFC） 
半導体の製造プロセスなど 

6,630～

11,100 

六ふっ化硫黄（SF6） 電気の絶縁体など 23,500 

三ふっ化窒素（NF3） 半導体の製造プロセスなど 16,100 

※ 地球温暖化係数：温室効果ガスの温暖化に及ぼす影響を、CO2 を１として CO2 に対する比率で示

した係数です。 

資料：環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」 

 

（２）対象とする再生可能エネルギーの種類 

国において、再生可能エネルギーは、太陽光発電や風力発電、バイオマス発電などの 10 種類に分類

される新エネルギーと、大規模水力、地熱などが分類されています。 

そのため、本計画では、再生可能エネルギーの中でも、主に本県の強みを生かす太陽光発電、風力発

電、小水力発電、木質バイオマス発電・熱利用について、その導入促進や有効利用などに関する取組方

針を示します。 
再生可能エネルギーの種類 

 
資料：「わかる新エネ」パンフレット（資源エネルギー庁） 
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 第２章  地球温暖化の現状・影響 

１. 地球温暖化のメカニズムと科学的知見 

（１）地球温暖化のメカニズム 

地球温暖化とは、大気の平均気温や海洋の平均温

度が⾧期的に上昇する現象で、主な原因は大気中の

二酸化炭素（CO2）やメタン（CH4）に代表される

温室効果ガスによる「温室効果」によるものとされ

ています。 

太陽エネルギーを受けて温められた地上面から

宇宙に向けて放出される熱エネルギーを大気中の

温室効果ガスが吸収することで大気が温められま

す。 

この温室効果により、地球の平均気温は、本来－

19 程度であるものが、14 前後に保たれています。

（＋33 の効果） 

このように、「温室効果」は、地球上の生物の生

存にとって重要な働きをしていますが、我々が石油

や石炭等の化石燃料の燃焼により大量の温室効果ガスを大気中に排出し続けることによって過度な温

暖化が進むと、人類や生態系にとって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響が出るといわれています。 

 

（２）地球温暖化の科学的知見 

地球温暖化に関する調査機関として設立された国連の「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」が、

2023（令和５）年に公表した「第６次統合報告書」によると、以下のとおり報告されています。 

 人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地

がなく、1850～1900 年を基準とした世界平均気温は 2011～2020 年に 1.1℃の温暖化に達した。 

 大気、海洋、雪氷圏、及び生物圏に広範かつ急速な変化が起こっている。人為的な気候変動は、

既に世界中の全ての地域において多くの気象と気候の極端現象に影響を及ぼしている。このこと

は、自然と人々に対し広範な悪影響、及び関連する損失と損害をもたらしている。 

 各国の温室効果ガス排出量削減目標及び実施政策とパリ協定の目標達成との間にはギャップが

ある。 

 現在及び将来世代が、より暑い、異なる世界を経験する度合いは、現在及び短期的な選択に依拠

する。 

 

 

資料：全国地球温暖化防止活動推進センター  

「温室効果ガスと地球温暖化メカニズム」 
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 2021（令和３）年 10 月までに発表された「国が決定する貢献（NDCs）」によって示唆される

2030（令和 12）年の世界全体の GHG 排出量では、温暖化が 21 世紀の間に 1.5℃を超える可能

性が高く、温暖化を２℃より低く抑えることが更に困難になる可能性が高い。 

 温暖化を 1.5℃又は２℃に抑制しうるかは、主に CO2 排出正味ゼロを達成する時期までの累積炭

素排出量とこの 10 年の温室効果ガス排出削減の水準によって決まる。 

 1.5℃に気温上昇を抑えるためには、2019（令和元）年比で 2035（令和 17）年までに世界全体

で 60%の CO2 削減が必要である。 

 
排出シナリオ別の将来の世界平均気温の変化 

 

資料：環境省「統合報告書の解説資料【2023 年 11 月版】」 

 
「国が決定する貢献（NDCs）」に基づく世界の GHG 排出量の推移 

 

資料：環境省「統合報告書の解説資料【2023 年 11 月版】」
















































































































































































































































































































